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 重点手続に関する業務プロセス改革計画の達成状況（平成 23～25 年度） 

 

府省名：法務省 

手続分野名 登記関係手続 計画策定年月日 平成２４年５月２３日策定 

主な手続名と 

手続数 

不動産登記の申請，不動産登記に係る登記事項証明書等の交付請求等，商業登記（株式会社）の申請，商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求等，成年後

見登記に係る登記事項証明書の交付請求（５手続） 

１ 成果指標・目標 

区  分 業務プロセス改革計画で定められた事項 
目標達成状況（年度） 

成果指標 基準値（現状） 目標（達成時期等） 

①国民の利便性向
上に関する指標 

オンライン申請

に 要 す る 時 間

（利用者がオン

ライン申請（情

報入力）に要す

る 平 均 的 な 時

間） 

登記関係手続

は，その申請（請

求）内容によって，

申請（請求）情報

の入力に要する時

間が区々であるこ

とから，平均的な

時間を算出するこ

とは困難であると

のことであった。

平成２３年２月から運

用を開始した登記・供託

オンライン申請システム

で提供する申請用総合ソ

フトは，広く国民の意見

等を募集したほか，主た

る利用者である司法書士

及び土地家屋調査士の団

体である日本司法書士会

連合会及び日本土地家屋

調査士会連合会からの意

見・要望を取り入れて開

発したものである。例え

ば，申請データの作成を

２４時間３６５日可能と

するほか，複数の申請デ

ータの署名付与の操作を

一括で行うことができる

機能の開発等，利便性及

び効率性の向上を図って

きている。今後も，引き

続き利用者の意見を取り

入れ，申請（請求）情報

の入力に要する時間の効

率化に努めてまいりた

い。 

 

 業務プロセス改革計画実施期間中において，登記・供託オンライン申請システムの「申請用総合ソフト」について，

ＬＡＮ環境等により複数人が共同して申請（請求）情報の作成を可能とする機能改善（平成 25 年 2 月）や，「オンライ

ン登記情報検索サービス」について，同一の所在地番区域に限らず，検索した結果を 10 件まで同一ファイル内に集約し

て，請求情報に取り込むことができるようにするとともに，取り込んだファイルをウェブ上で請求することができる「か

んたん証明書請求」の請求様式に直接反映できるようにする機能改善（平成 25 年 2 月）を実施するなどして，申請（請

求）情報の入力に要する時間の効率化を図った。 

オンライン申請

に係る利用者の

満足度 

満足度７６％（平

成２２年度） 

基準値（現状）以上の満

足度を目標とする（平成

２５年度） 

平成２５年度における利用者の満足度は７６％であり，基準値を維持していることから，目標を達成している。 

②行政運営の効率
化に関する指標 

業務処理に要す

る行政コストに

関するもの（オ

ンライン申請の

受付１件当たり

の整備経費と運

用経費の状況） 

１件当たり：２８

円（平成２３年７

月現在） 

オンライン申請１件

当たりの整備経費と運

用経費の状況について，

基準値（現状）よりも減

少することを目標とす

る（平成２５年度） 

 平成２４年度におけるオンライン申請１件当たりの整備経費と運用経費は１件当たり２４円となり，基準値を下回っ

ている。 

業務処理に要す

る時間や業務量

に 関 す る も の

（申請１件当た

りの受付・処理

に要する平均的

な職員数） 

１件当たり：０．

００００６７人

（平成２３年７月

現在） 

申請１件当たりの受

付・処理に要する平均的

な職員数について，基準

値（現状）よりも減少さ

せることを目標とする

（平成２５年度） 

オンライン申請の利用件数の増加を図るとともに，職員の業務処理体制を見直すなどして，業務処理の効率化に努め

たところ，平成２４年度における申請１件当たりの受付・処理に要する平均的な職員数は０．００００５２人となり，

基準値を下回っている。 

 

③国民の利便性向
上と行政運営の効
率化共通指標 

磁気媒体，デー

タ連携等を含む

オンライン利用

率（インターネ

ット等を通じて

申請等を行った

件数，総申請件

数等に対する割

合） 

６１．６６％(平成

２２年度） 

７１％（平成２５年度） 平成２４年度における利用率は，７２．７７％であり目標値を上回っている。 

④その他 なし 

 
－ － － 

２ 取組事項等 

事  項 
業務プロセス改革計画で 

定められた事項 

平成 23～25 年度における 

取組事項の実施状況 

（実施時期） 

成果のあった事項 今後の課題として 

残った事項 

今後の取組 

➀手続の必要性の
見直し 

なし 
 
 

－ － － － 

②申請に必要な書
類の削減・簡素化 

【不動産登記の申請】 

不動産登記令第９条，第１１条，

不動産登記規則第３６条，第３７

条，第４４条により，一部の添付情

報の提供を省略することができる

こととしている（継続）。 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

商業登記法第５４条第２項第２

号，第５５条第１項第３号，第８０

条第５号，商業登記規則第３７条，

第１０３条第２項等により，一部の

添付書面の提出を省略することが

できることとしている（継続）。 

 

 

 

 

 

 

 

【不動産登記の申請】 

不動産登記令第９条，第１１条，

不動産登記規則第３６条，第３７

条，第４４条により，一部の添付情

報の提供を省略することができる

こととしている（継続実施中）。 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

商業登記法第５４条第２項第２

号，第５５条第１項第３号，第８０

条第５号，商業登記規則第３７条，

第１０３条第２項等により，一部の

添付書面の提出を省略することが

できることとしている（継続実施

中）。 

 

 

 

 

 

 

【不動産登記の申請】 

左欄の取組を実施し，申請に必要

な書類の削減・簡素化することによ

り，登記申請人の負担を軽減するこ

とができた。 

 

 
【商業登記（株式会社）の申請】

左欄の取組事項については現在

も継続実施中であるが，さらに，商

業登記申請書に会社法人等番号を

記載した場合には，添付書面である

登記事項証明書を添付することを

要しないとする商業登記法の改正

を平成２５年度に行ったことによ

り，同改正法の施行予定とされてい

る平成２７年１０月頃には，登記申

請人の負担が軽減されることとな

る。 

 
 

【不動産登記の申請】 

なし 

 

 

 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】

 なし 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不動産登記の申請】 

今後も「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況(実施時期)」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

今後も，「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況（実施時期）」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 
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【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

登記所間において情報共有を行

うことにより，添付情報（添付書面）

の提供（提出）を省略することにつ

いて，問題点の洗い出しとその対応

策の検討をしている（継続）。 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

添付情報（添付書面）の提供（提

出）の省略については，不動産登

記の申請における会社・法人の代

表者の資格証明情報の省略や商業

登記の申請における会社・法人の

登記事項証明書の省略について検

討するとともに，実現に当たって

必要となるシステム開発を行って

いる。 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

現在システム開発中である。 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

なし 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

実施に当たり，法令改正を検討中

である。 

 

③申請システムの
使い勝手の向上等 

【共通】 

ア 登記・供託オンライン申請シス

テムの申請用総合ソフトについ

て，ＬＡＮ環境等により複数人で

共同して申請情報又は請求情報

の作成が可能となるように，機能

改善を行う（平成２４年度）。 

 

イ 登記・供託オンライン申請シス

テム又は登記情報提供サービス

のシステムダウンに備え，業務代

行システムの構築を行う（平成２

５年度までに）。 

 

ウ 登記・供託オンライン申請シス

テム及び登記情報提供システム

について，ＯＳやＷｅｂブラウザ

のバージョンアップに伴う検

証・対応を速やかに行う（継続）。

 

エ 登記・供託オンライン申請シス

テムのヘルプデスクに対する問

合せは，午前中の問合せが多い傾

向があることから，同時間帯に多

くのオペレータを配置して対応

している（継続）。 

 

オ 登記・供託オンライン申請シス

テムのヘルプデスクに寄せられ

た意見・要望等については，当該

意見・要望等を分析の上，システ

ムの改善の検討に活かしている

（継続）。 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】 

不動産登記の登記事項証明書等

の請求情報の作成に必要な物件情

報をダウンロードすることができ

るオンライン登記情報検索サービ

スについて，同一所在地番区域に限

らず，検索した結果を１０件まで同

一ファイル内に集約して，請求情報

に取り込むことができるよう，機能

改善を行う（平成２４年度）。 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】及び【商業・法

人登記に係る登記事項証明書等の

交付請求等】 

ア オンライン利用拡大行動計画

の取組方針のうち，ウェブ上で請

求できる仕組みについては，平成

２３年２月から運用を開始して

いる登記・供託オンライン申請シ

ステムにおいて，「かんたん証明

書請求」での登記事項証明書等の

オンライン請求を可能としてお

り，これにより，格段の操作性の

向上が図られている（継続）。 

 

 

イ 登記情報提供システムについ

て，更なる機能向上を図るほか，

メンテナンス等により運用でき

ない地域及び時間帯を除いて，利

用時間の拡大を図る（平成２４年

度）。 
 
 

【共通】 

ア 登記・供託オンライン申請シス

テムの申請用総合ソフトについ

て，ＬＡＮ環境等により複数人で

共同して申請情報又は請求情報

の作成が可能となるように，機能

改善を行った（平成２５年２月）。

 

イ 登記・供託オンライン申請シス

テム及び登記情報提供システム

のシステムダウンに備え，業務代

行システムの構築を行った（平成

２６年３月）。 

 

ウ 登記・供託オンライン申請シス

テム及び登記情報提供システム

について，ＯＳやＷｅｂブラウザ

のバージョンアップに伴う検証

を行っている（継続実施中）。 

 

エ 登記・供託オンライン申請シス

テムのヘルプデスクに対する問

合せは，午前中の問合せが多い傾

向があることから，同時間帯に多

くのオペレータを配置して対応

している（継続実施中）。 

 

オ 登記・供託オンライン申請シス

テムのヘルプデスクに寄せられ

た意見・要望等については，当該

意見・要望等を分析の上，システ

ムの改善の検討に活かしている

（継続実施中）。 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】 

不動産登記の登記事項証明書等

の請求情報の作成に必要な物件情

報をダウンロードすることができ

るオンライン登記情報検索サービ

スについて，同一所在地番区域に限

らず，検索した結果を１０件まで同

一ファイル内に集約して，請求情報

に取り込むことができるよう，機能

改善を行った（平成２５年２月）。

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】及び【商業・法

人登記に係る登記事項証明書等の

交付請求等】 

ア オンライン利用拡大行動計画

の取組方針のうち，ウェブ上で請

求できる仕組みについては，平成

２３年２月から運用を開始して

いる登記・供託オンライン申請シ

ステムにおいて，「かんたん証明

書請求」での登記事項証明書等の

オンライン請求を可能としてお

り，これにより，格段の操作性の

向上が図られている（継続実施

中）。 

 

イ 登記情報提供システムについ

て，更なる利便性の向上を図るた

め，法人登記情報のデータ量制限

を緩和するとともに，メンテナン

ス等により運用できない地域及

び時間帯を除いて，試行的に利用

時間を拡大した（平成２５年３

月）。 

 

 

左欄の各取組を実施することに

より，申請（請求）情報の入力に要

する時間が効率化されるなど，申請

人（請求者）の使い勝手の向上が図

られるとともに，システムダウン時

においても，業務代行システムによ

り業務を継続できる仕組みが構築

された。 

 

 

 登記・供託オンライン申請システ

ムのヘルプデスクに対しては，シス

テム操作に関する問合せのほか，使

い勝手向上のための要望等が寄せ

られている。 

 

 

 登記・供託オンライン申請システ

ムのヘルプデスク等に寄せられる

意見・要望等を踏まえ，今後も引き

続きシステムの改善を図っていく

こととする。 

 

④オンライン申請
時における本人確
認方法に係る見直
し等 

【不動産登記の申請】 

資格者代理人によりオンライン

申請を行う場合に，登記義務者又は

登記権利者の電子署名を省略し，資

格者代理人の電子署名で足りるも

のとしている（継続）。 

【商業登記（株式会社）の申請】 

資格者代理人によりオンライン

申請を行う場合に，申請人である会

社等の代表者の電子署名を省略し，

資格者代理人の電子署名で足りる

ものとしている（継続）。 
 
 
 

【不動産登記の申請】 

資格者代理人によりオンライン

申請を行う場合に，登記義務者又は

登記権利者の電子署名を省略し，資

格者代理人の電子署名で足りるも

のとしている（継続実施中）。 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

資格者代理人によりオンライン

申請を行う場合に，申請人である会

社等の代表者の電子署名を省略し，

資格者代理人の電子署名で足りる

ものとしている（継続実施中）。 

【不動産登記の申請】 

左欄の取組を実施し，オンライン

申請時における本人確認方法を見

直すことにより，登記申請人の負担

を軽減することができた。 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

 左欄の取組を実施することによ

り，登記申請人の負担を軽減するこ

とができた。 

 

【不動産登記の申請】 

なし 

 

 

 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

 なし 

 

【不動産登記の申請】 

今後も「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況(実施時期)」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

 今後も，「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況（実施時期）」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 

 

 

⑤バックオフィス
業務の見直し 

【不動産登記の申請】 

オンライン申請に係る登記完了

証の交付について，従前は電子デー

タによる交付（ダウンロード）のみ

であったところ，平成２３年６月か

ら，登記所の窓口で書面の登記完了

証の交付を可能とする制度改正を

【不動産登記の申請】 

オンライン申請に係る登記完了

証の交付について，従前は電子デー

タによる交付（ダウンロード）のみ

であったところ，平成２３年６月か

ら，登記所の窓口で書面の登記完了

証の交付を可能とする制度改正を

【不動産登記の申請】 

左欄の取組を実施し，バックオフ

ィス業務の見直しを行ったことに

より，登記申請人のニーズを反映し

た制度とすることができた。 

 

 

【不動産登記の申請】 

なし 

 

 

 

 

 

【不動産登記の申請】 

今後も「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況(実施時期)」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 
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実施した（継続）。 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】及び【商業・法

人登記に係る登記事項証明書等の

交付請求等】 

ア オンラインによる登記事項証

明書等の交付請求について，従前

は郵送による交付のみであった

ところ，平成２３年４月から，登

記所の窓口で登記事項証明書等

を受け取ることを可能とする制

度改正を実施した（継続）。 

 

イ 全国の不動産，会社・法人等の

登記事項証明書等について，全国

どこの登記所に対しても請求す

ることができ，また，当該登記所

で受け取ることを可能としてい

る（継続）。 

 

ウ 全国の不動産，会社・法人等の

登記情報について，インターネッ

トにより請求者のパソコンで取

得することを可能としている（継

続）。 
 
 

実施した（継続実施中）。 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】及び【商業・法

人登記に係る登記事項証明書等の

交付請求等】 

ア オンラインによる登記事項証

明書等の交付請求について，従前

は郵送による交付のみであった

ところ，平成２３年４月から，登

記所の窓口で登記事項証明書等

を受け取ることを可能とする制

度改正を実施した（継続実施中）。

 

イ 全国の不動産，会社・法人等の

登記事項証明書等について，全国

どこの登記所に対しても請求す

ることができ，また，当該登記所

で受け取ることを可能としてい

る（継続実施中）。 

 

ウ 全国の不動産，会社・法人等の

登記情報について，インターネッ

トにより請求者のパソコンで取

得することを可能としている（継

続実施中）。 

 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】及び【商業・法

人登記に係る登記事項証明書等の

交付請求等】 

左欄の取組を実施し，バックオフ

ィス業務の見直しを行ったことに

より，登記申請人のニーズを反映し

た制度とすることができた。 

また，証明書交付請求の利用者の

利便性を向上することができた。 

 

 

  

 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】及び【商業・法

人登記に係る登記事項証明書等の

交付請求等】 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】及び【商業・法

人登記に係る登記事項証明書等の

交付請求等】 

今後も「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況(実施時期)」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 

 
 
 
 

⑥経済的インセン
ティブの向上等 

【共通】 

オンライン申請及びオンライン

による登記事項証明書等の交付請

求は，ペイジーによる電子納付を可

能としている（継続）。 

 

【不動産登記の申請】 

電子情報処理組織を使用して，不

動産の所有権の保存若しくは移転

の登記又は抵当権の設定の登記（建

物の所有権の保存の登記の申請に

あっては，当該建物の表題登記の申

請が電子情報処理組織を使用して

行われたものに限る。）の申請を行

った場合には，その登記に係る登録

免許税額からその１００分の１０

に相当する額（平成２４年３月３１

日までは４，０００円，平成２４年

４月１日から平成２５年３月３１

日までは３，０００円を限度とす

る。）を控除する（継続）。 

 
 
 

【商業登記（株式会社）の申請】 

電子情報処理組織を使用して，株

式会社の設立の登記の申請を行っ

た場合には，その登記に係る登録免

許税額からその１００分の１０に

相当する額（平成２４年３月３１日

までは４，０００円，平成２４年４

月１日から平成２５年３月３１日

までは３，０００円を限度とする。）

を控除する（継続）。 

 

 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

登記の申請の際に納付した登録

免許税に過誤納があった場合，従前

は申請人に還付手続がされるとこ

ろ，平成２１年６月から，申請代理

人に代理受領されたい旨の委任状

の添付があれば，当該申請代理人に

対して還付手続が行うことができ

るとされた（継続）。 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】，【商業・法人登

記に係る登記事項証明書等の交付

請求等】及び【成年後見登記に係る

登記事項証明書の交付請求】 

 オンラインによる登記事項証明

書等の交付請求の手数料額は，書面

による交付請求より安価となって

いる（継続）。 
 
 
 
 

【共通】 

オンライン申請及びオンライン

による登記事項証明書等の交付請

求は，ペイジーによる電子納付を可

能としている（継続実施中）。 

 

【不動産登記の申請】 

電子情報処理組織を使用して，不

動産の所有権の保存若しくは移転

の登記又は抵当権の設定の登記（建

物の所有権の保存の登記の申請に

あっては，当該建物の表題登記の申

請が電子情報処理組織を使用して

行われたものに限る。）の申請を行

った場合には，その登記に係る登録

免許税額からその１００分の１０

に相当する額（平成２４年３月３１

日までは４，０００円，平成２４年

４月１日から平成２５年３月３１

日までは３，０００円を限度とす

る。）を控除する。 

なお，本措置は，平成２５年３月

３１日をもって終了した。 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

電子情報処理組織を使用して，

株式会社の設立の登記の申請を行

った場合には，その登記に係る登録

免許税額からその１００分の１０

に相当する額（平成２４年３月３１

日までは４，０００円，平成２４年

４月１日から平成２５年３月３１

日までは３，０００円を限度とす

る。）を控除する。 

なお，本措置は，平成２５年３月

３１日をもって終了した。 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

登記の申請の際に納付した登録

免許税に過誤納があった場合，従前

は申請人に還付手続がされるとこ

ろ，平成２１年６月から，申請代理

人に代理受領されたい旨の委任状

の添付があれば，当該申請代理人に

対して還付手続が行うことができ

るとされた（継続実施中）。 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】，【商業・法人登

記に係る登記事項証明書等の交付

請求等】及び【成年後見登記に係る

登記事項証明書の交付請求】 

オンラインによる登記事項証明

書等の交付請求の手数料額は，書面

による交付請求より安価となって

いる（継続実施中）。 

また，オンラインにより請求した

不動産登記又は商業・法人登記に係

る登記事項証明書等の登記所庁舎

外での受取りを可能とする試行を

開始した（平成２４年１０月から）。

 

 

 

【共通】 

左欄の取組を実施することによ

り，申請人の負担を軽減し，経済的

なインセンティブの向上を実現す

ることができた。 

 

【不動産登記の申請】 

左欄の取組を実施することによ

り，申請人の負担を軽減し，経済的

なインセンティブの向上を実現す

ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

 左欄の取組を実施することによ

り，登記申請人の負担を軽減し，経

済的なインセンティブの向上を実

現することができた。 

 また，株式会社の設立登記につい

て，オンラインによる申請の割合が

増加した。 

 

 

 

 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

左欄の取組を実施し，登記申請人

の負担を軽減することにより，経済

的なインセンティブの向上を実現

することができた。 

 

 

 
 
 
【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】，【商業・法人登

記に係る登記事項証明書等の交付

請求等】及び【成年後見登記に係る

登記事項証明書の交付請求】 

左欄の取組を実施し，証明書交付

請求の利用者の負担を軽減するこ

とにより，経済的なインセンティブ

の向上を実現することができたこ

とができた。 

 

 

【共通】 

 なし 

 

 

 

 

【不動産登記の申請】 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】，【商業・法人登

記に係る登記事項証明書等の交付

請求等】及び【成年後見登記に係る

登記事項証明書の交付請求】 

なし 

 

 

【共通】 

今後も「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況(実施時期)」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 
 

【不動産登記の申請】 

オンライン申請率の推移を見極

めつつ，今後の取組について慎重に

検討していくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

 オンライン申請のメリットの周

知に努めるとともに，オンライン申

請率の推移を見極めつつ，今後の取

組について慎重に検討していくこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

今後も「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況(実施時期)」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 

 

 
 
 
 

【不動産登記に係る登記事項証明

書等の交付請求等】，【商業・法人登

記に係る登記事項証明書等の交付

請求等】及び【成年後見登記に係る

登記事項証明書の交付請求】 

今後も「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況（実施時期）」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 

 

⑦広報・普及啓発 【共通】 

ア ホームページによる案内のほ

か，登記所の窓口において，オン

ライン申請（請求）制度に関する

リーフレット等を用意するなど

して制度の広報を行うことによ

り，オンライン申請の利用促進に

努める（継続）。 

 

イ 研修の実施，手引書の配布など

職員に対する意識の向上に努め

る（継続）。 

【共通】 

ア ホームページによる案内のほ

か，登記所の窓口において，オン

ライン申請（請求）制度に関する

リーフレット等を用意するなど

して制度の広報を行うことによ

り，オンライン申請の利用促進に

努める（継続実施中）。 

 

イ 職員が窓口等においてオンラ

イン申請の利用勧奨を適切に行

うことができるように，研修の実

【共通】 

左欄の取組を実施することによ

り，オンライン申請の利用促進を行

うことができた。 

 

【共通】 

なし 

 

【共通】 

今後も「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況(実施時期)」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 
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施，手引書の配布などを行い，職

員に対する意識の向上に努める

（継続実施中）。 

 

⑧その他 【共通】 

ア オンライン利用拡大行動計画

の取組方針のうち，①地方公共団

体組織認証基盤（LGPKI）の電子

証明書に対応するシステム改修

については，平成２１年１月に，

また，②政府認証基盤（GPKI）の

電子証明書に対応するシステム

改修については，平成２１年７月

に実施した（継続）。 

 

イ  日本司法書士会連合会，日本

土地家屋調査士会連合会を通じ，

オンライン申請の積極的な利用

を要請している（継続）。 

 

 

ウ  国の行政機関，地方公共団体

に対して，オンライン申請の積極

的な利用を要請している（継続）。

 

 

エ ホームページによる案内のほ

か，登記所の窓口において，オン

ライン申請（請求）制度に関する

リーフレット等を用意するなど

して，申請（請求）に係る情報提

供の充実に努めている（継続）。

 

 

【不動産登記の申請】及び【不動産

登記に係る登記事項証明書等の交

付請求等】 

登記手続の対象業界である全国

銀行協会を通じ，オンライン申請の

積極的な利用を要請している（継

続）。 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

セキュリティの確保されている

国専用のネットワークである霞が

関ＷＡＮ又は地方公共団体専用の

ネットワークであるＬＧＷＡＮで

のオンライン登記嘱託に対応する

ため，登記・供託オンライン申請シ

ステムのネットワーク構成の見直

しを行い，必要な資源配信・情報提

供の仕組みを構築する（平成２４年

度）。 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

書面で登記の申請をする場合に

おいて，登記すべき事項のＦＤ及び

ＣＤの磁気媒体による提出に代え

て，登記・供託オンライン申請シス

テムを利用して，電子署名を要しな

いで事前に登記すべき事項を送信

する方法を平成２３年８月１５日

から導入している（継続）。 

 

 

【共通】 

ア オンライン利用拡大行動計画

の取組方針のうち，①地方公共団

体組織認証基盤（LGPKI）の電子

証明書に対応するシステム改修

については，平成２１年１月に，

また，②政府認証基盤（GPKI）の

電子証明書に対応するシステム

改修については，平成２１年７月

に実施した。 

 

イ 日本司法書士会連合会，日本土

地家屋調査士会連合会との会議

等を通じ，オンライン申請の積極

的な利用を要請している（継続実

施中）。 

 

ウ 各種会議等を通じ，国の行政機

関，地方公共団体に対して，オン

ライン申請の積極的な利用を要

請している（継続実施中）。 

 

エ ホームページによる案内のほ

か，登記所の窓口において，オン

ライン申請（請求）制度に関する

リーフレット等を用意するなど

して，申請（請求）に係る情報提

供の充実に努めている（継続実施

中）。 

 

【不動産登記の申請】及び【不動産

登記に係る登記事項証明書等の交

付請求等】 

登記手続の対象業界である全国

銀行協会を通じ，オンライン申請の

積極的な利用を要請している（継続

実施中）。 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

セキュリティの確保されている

国専用のネットワークである政府

共通ネットワーク又は地方公共団

体専用のネットワークであるＬＧ

ＷＡＮでのオンライン登記嘱託に

対応するため，登記・供託オンライ

ン申請システムのネットワーク構

成の見直しを行い，必要な資源配

信・情報提供の仕組みを構築した

（平成２５年４月）。 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

書面で登記の申請をする場合に

おいて，登記すべき事項のＦＤ及び

ＣＤの磁気媒体による提出に代え

て，登記・供託オンライン申請シス

テムを利用して，電子署名を要しな

いで事前に登記すべき事項を送信

する方法を平成２３年８月１５日

から導入している（継続実施中）。

【共通】 

ア 左欄の取組を実施することに

より，オンライン申請の利用促進

を行うことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 左欄の取組を実施することに

より，オンライン申請の利用促進

を行うことができた。 

 

 

 

ウ 左欄の取組を実施することに

より，オンライン申請の利用促進

を行うことができた。 

 

 

エ 左欄の取組を実施することに

より，オンライン申請の利用促進

を行うことができた。 

 

 
 

 

【不動産登記の申請】及び【不動産

登記に係る登記事項証明書等の交

付請求等】 

左欄の取組を実施することによ

り，オンライン申請の利用促進を行

うことができた。 

 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

従来，セキュリティが確保されて

いなかったため，インターネット経

由でのオンライン登記嘱託ができ

なかった地方公共団体等において

も，ＬＧＷＡＮ又は政府共通ネット

ワークを経由してオンライン登記

嘱託が可能となった。 

 

 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

 左欄の取組を実施することによ

り，登記申請人の利便性の向上を図

ることができた。 

 

 

【共通】 

ア なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ なし 

 

 

 

 

 

ウ なし 

 

 

 

 

エ なし 

 

 

 
 

 

【不動産登記の申請】及び【不動産

登記に係る登記事項証明書等の交

付請求等】 

なし 

 

 

 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

 なし 

 

 

【共通】 

ア 現状維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 今後も「平成 23～25 年度にお

ける取組事項の実施状況(実施時

期)」欄に記載された取組を引き

続き実施していくこととする。 

 

 

ウ 今後も「平成 23～25 年度にお

ける取組事項の実施状況(実施時

期)」欄に記載された取組を引き

続き実施していくこととする。 

 

エ 今後も「平成 23～25 年度にお

ける取組事項の実施状況(実施時

期)」欄に記載された取組を引き

続き実施していくこととする。 

 

 

 

【不動産登記の申請】及び【不動産

登記に係る登記事項証明書等の交

付請求等】 

今後も「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況(実施時期)」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととしたい。 

 

【不動産登記の申請】及び【商業登

記（株式会社）の申請】 

今後も引き続き，各種会議等を通

じ，国の行政機関，地方自治体に対

して，オンライン申請の積極的な利

用を要請していく。 

 

 

 

 

 

 

 

【商業登記（株式会社）の申請】 

 今後も，「平成 23～25 年度におけ

る取組事項の実施状況（実施時期）」

欄に記載された取組を引き続き実

施していくこととする。 

 

３ 今後の方向性 

  今後もシステム改善によるシステムの使い勝手の向上を始め，申請に必要な書類の削減・簡素化，経済的インセンティブの向上等の各種取組を引き続き実施して，国民の利便性の向上に努め，利用者の視点

に立った電子行政サービスの実現を図ることにより，利用者満足度及びオンライン利用率の維持・向上に努める。 
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 重点手続に関する業務プロセス改革計画の達成状況（平成 23～25 年度） 

 

府省名：法務省 

手続分野名 輸出入・港湾関係手続 計画策定年月日 平成 24 年 5月 23 日策定，平成 25 年 3月 29 日改定 

主な手続名と 

手続数 

①乗員上陸許可及び数次乗員上陸許可の申請 

②船舶の長による乗員名簿の提出等     （２手続） 

１ 成果指標・目標 

区  分 業務プロセス改革計画で定められた事項 
目標達成状況（年度） 

成果指標 基準値（現状） 目標（達成時期等） 

①国民の利便性向
上に関する指標 

オンライン申
請に係る満足
度 

利用率90% 約 90％の利用率があ
り，特段の不満等もな
いことから，現状の維
持に努めることとし，
民間利用者との意見
交換の中で意見，要望
を受けた場合はそれ
らを検討し，必要に応
じてプログラムの改
善に資することによ
り国民の利便性を向
上させる。 

平成 24 年度における利用率は，①91.94%，②98.97%といずれも基準値を超える高い水準であった。 

利用者のオン
ライン申請に
係る情報入力
に要する時間 
 

― 

(府省共通ポータ

ルにおいて，港湾

関連の申請等に

ついては他省庁

と情報を共用し

ていることから，

当局のみの平均

的な時間を算出

することは困難

である。) 

平成 20 年 10 月 12 日
から運用を開始した
府省共通ポータルは，
港湾関連手続の簡素
化・迅速化のため，関
係省庁の共通入口と
して，利用者ＩＤ・パ
スワードの統一，申請
画面・入力方法等の統
一，各システムからの
情報提供窓口の一元
化，システム利用申込
窓口の一元化を図り
開発されたものであ
る。 
約 90％の利用率があ
り，特段の不満等もな
いことから，現状の維
持に努めることとし，
利用者からの要望等
については，NACCS 及
び関係省庁への協議
も含め検討する。 

申請に要する時間に関し，利用者から特段意見は寄せられていない。 

②行政運営の効率
化に関する指標 

オンライン申

請１件当たり

の費用 

75円（平成22年

度） 

今後ともオンライン

利用率の維持に努め

ることにより，現状の

費用対効果を下げる

ことがないよう努め

る。 

利用率は増加しており，費用対効果は維持できている。 

 

 

 

事務処理時間 持参又は郵送：2

分 

オンライン：20

秒 

（平成20年10月

の府省共通ポー

タルとの連携開

始から現在まで

ほぼ同じ時間） 

入力作業，許可書作成

等に係る時間につい

ては，すでに十分な削

減がなされ，適正な事

務処理を維持しつつ

事務の効率化を実現

しているところ，今後

も基本様式４に掲げ

る取り組みを維持し，

今後，利用者の要望や

費用対効果等を踏ま

え，継続的に検討す

る。 

事務処理時間は維持できている。 
 
 
 
利用者から，２③記載のとおり申請情報の重複が多いとして申請一括化の要望がある。 
そのため，費用対効果，事務処理時間を考慮し，平成 29 年度に予定している NACCS 更改において，NACCS
側で対応可能かの検討を行った。 
 

③国民の利便性向
上と行政運営の効
率化共通指標 

オンライン利
用率 

①90.67％ 
②98.79％ 
（平成 22 年度）

オンライン利用率の
維持に努める。 

平成 24 年度における利用率は，①91.94%，②98.97%であり，利用率は増加している。 

④その他     
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２ 取組事項等 

事  項 
業務プロセス改革計画で 

定められた事項 

平成 23～25 年度における 

取組事項の実施状況（実施時期）
成果のあった事項 

今後の課題として 

残った事項 
今後の取組 

➀手続の必要性の
見直し 

－ 
 

－ － － － 

②申請に必要な書
類の削減・簡素化 

府省共通ポータルとの連携に
より，１度の入力で一括して
書類を提出できる手続の範囲
を拡充している（平成 20 年
10 月の府省共通ポータルの運
用開始から実施し，現在継続
中）。 

府省共通ポータルとの連携によ
り，概ね電子による申請が行われ
ており，年々利用率は増加傾向に
あるところ，継続して府省共通ポ
ータルとの連携を図っている。 
また，下記③申請システムの使い
勝手の向上等欄のとおり，電子申
請における入港前統一申請及び乗
員上陸許可申請の一括化について
検討している。 

 
 
電子申請における入港前統
一申請及び乗員上陸許可申
請の一括化について，平成
29 年度に予定している
NACCS 更改において NACCS
側で対応可能かの検討を行
った。 

 
 
電子申請における入港前
統一申請及び乗員上陸許
可申請において，申請情報
の重複が多い。 

電子申請における入港前統一申請
及び乗員上陸許可申請の一括化の
検討。 

③申請システムの
使い勝手の向上等 

既存の民間利用者との意見交
換の場を利用した要望の把握
に努める（随時実施）。 

NACCS においては，平成 29 年度に
システムを更改予定であり，それ
に向けて定期的に民間利用者と会
議を開催し，利用者からの要望ヒ
アリング等を実施している。 
一方，NACCS と官側との間でも定期
的に会議が行われ，その場を利用
して乗員上陸許可支援システムに
係る要望を把握している状況であ
る。 
そこで，乗員上陸許可支援システ
ムの改善要望として，電子申請に
おける入港前統一申請及び乗員上
陸許可申請の一括化が出ている
（申請情報の重複が多いため。）。

 
 
NACCS において民間利用者
との会議を行い，要望ヒア
リング等を行った。 
その結果，電子申請におけ
る入港前統一申請及び乗員
上陸許可申請の一括化につ
いて要望があったところ，
平成29年度に予定している
NACCS 更改において，NACCS
側で対応可能かの検討を行
った。 

 
 
電子申請における入港前
統一申請及び乗員上陸許
可申請において，申請情報
の重複が多い。 

電子申請における入港前統一申請
及び乗員上陸許可申請の一括化の
検討。 

④オンライン申請
時における本人確
認方法に係る見直
し等 

－ － － － － 

⑤バックオフィス
業務の見直し 

－ － － － － 

⑥経済的インセン
ティブの向上等 

手数料は無料である（手続開
始以来無料であり，現在継続
中）。 

なし（現状維持）。 なし。 なし。 現状維持。 

⑦広報・普及啓発 システムの運用開始から，研
修・会議等やホームページ等
を活用して広報活動を行って
きたこともあり，船舶代理店
等の利用者及び職員への周知
は一定の効果が得られている
と考えているところである
が，今後とも現在の利用率を
維持及び向上させるため，啓
発活動を行っていく（ホーム
ページ掲載については通年，
研修・会議等については随時
実施）。 

法務省ホームページの掲載につい
ては通年行っているところであ
り，また，NACCS 掲示板においても
利用者向けの手順書や民間利用者
のシステム化の参考となる仕様書
を公開し，電子申請の促進に努め
た。 

なし。 なし。 現状維持。 

⑧その他 － － － － － 

３ 今後の方向性 

申請情報重複項目について，利便性向上のためのシステム改修に向け検討を続ける。 
また，引き続き法務省ホームページや NACCS 掲示板を利用した啓発活動を行い，高い申請率及び運営効率の維持に努める。 
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